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○西原村地域経済循環創造事業補助金交付要綱 

令和7年2月3日 

告示第6号 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25

年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)に

基づき、金融機関等と連携しながら、地域資源を活かした先進的で持続可能

な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造する取組を実施しようと

する民間事業者に対して村が予算の範囲内において交付する西原村地域経済

循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるも

のとする。 

(補助事業) 

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各

号のいずれにも該当する事業とする。 

(1) 総務省要綱第10条の規定により村長が交付決定を受けたものであること。 

(2) 事業の実施に当たり必要な1人以上の従業員を新たに村内で雇用するこ

とを計画していること。 

(3) 事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決し、かつ、支援

すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。 

(4) 他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規

性・モデル性があること。 

(5) 第4条に規定する補助対象経費のうち、この要綱により補助事業を行う者

(以下「補助事業者」という。)が地域金融機関、日本政策金融公庫、沖縄振

興開発金融公庫若しくは奄美群島振興開発基金から受ける融資額又は一般

財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の

貸付額(以下「融資額等」という。)の総額が、第5条に規定する補助金の額

と同額以上であり、当該融資は無担保(補助事業により取得する財産に抵当
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権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であること。 

(補助事業者) 

第3条 補助事業者は、総務省要綱による交付金の交付決定を受けた事業を実施

する民間事業者等で、村内に店舗、工場、事業所、事務所等を有し、又は設

けようとするものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の補

助対象者としない。その者を構成員に含む場合も同様とする。 

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者 

(2) 西原村暴力団排除条例(平成23年西原村条例第15号)第2条第2号に規定す

る暴力団員である者 

(3) 村税等の滞納がある者 

(4) その他村長が適当でないと認める事業を行う者 

(補助対象経費) 

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総

務省要綱第5条第1項に規定する経費とする。 

(交付限度額) 

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該補助対象経費に充てるた

めの金融機関の融資額等、補助事業者の自己資金その他資金の合計額を控除

した額とし、2,500万円(融資額等が補助金の額の1.5倍以上2倍未満である場合

に当たっては3,500万円、2倍以上である場合に当たっては5,000万円)を超えな

いものとする。 

(交付申請) 

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、西原村地域経済循環創造事業補助

金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長が別に定める日ま

でに提出しなければならない。 

(1) 総務省が定める地域経済循環創造事業実施計画書 

(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料 



3/23 

(3) 工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料 

(4) 村税に滞納がないことを証明できる資料 

(5) その他村長が必要と認める書類 

(交付決定) 

第7条 村長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、

適当と認めたときは、国に総務省要綱に基づく交付申請を速やかに行うもの

とする。 

2 村長は、国から総務省要綱に基づく交付決定を受けたときは、西原村地域経

済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するも

のとする。 

(申請の取下げ) 

第8条 交付決定通知を受けた補助事業者は、前条の交付決定の内容に不服があ

るときには、補助金の交付の決定の日から起算して10日を経過する日までに、

西原村地域経済循環創造事業補助金取下書(様式第3号)を村長に提出するもの

とする。 

(状況報告) 

第9条 補助事業者は、村長から求めがあったときは、事業の遂行状況について、

西原村地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)により村長に

報告しなければならない。 

(実施計画変更等の承認) 

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、西原村地域経

済循環創造事業補助金変更申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受

けなければならない。 

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただ

し、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変

更を除く。 
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ア 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な

創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合 

イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場

合 

(3) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。 

(4) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

2 村長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請

に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を西

原村地域経済循環創造事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該

補助事業者に通知するものとする。 

(実績報告) 

第11条 補助事業者は、事業が完了した場合は、その日から起算して20日以内

又は第7条の規定による交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれ

か早い日までに、西原村地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第7号)

を村長に提出しなければならない。 

(補助金の額の確定) 

第12条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の審査

を行い、補助事業が補助金の決定内容に適合すると認めたときは、交付額を

確定し、補助事業者に西原村地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第8

号)を通知するものとする。 

(補助金の支払) 

第13条 村長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払う

ものとする。補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、西原村

地域経済循環創造事業補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければ

ならない。 

2 村長は、特に必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に交

付決定額の50パーセントを上限として概算払をすることができる。この場合
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において、補助事業者は、概算払を必要とする理由を付して、西原村地域経

済循環創造事業補助金概算払請求書(様式第10号)を村長に提出するものとす

る。 

3 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

(交付決定の取消し) 

第14条 村長は、事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号の

いずれかに該当する場合には、西原村地域経済循環創造事業補助金交付決定

取消通知書(様式第11号)により、第7条の交付決定の内容の全部又は一部を取

り消し、又は変更することができる。 

(1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは

指示に違反した場合 

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合 

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした

場合 

(4) 第7条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一

部を継続する必要がなくなった場合 

2 村長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相

当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部

又は一部の返還を命ずるものとする。 

3 村長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号に該当する場合を除く。)には、

その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされ

た日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付

を併せて命ずるものとする。 

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、当該返還の命令がなされた

日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、村長は、未

納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延
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滞金を徴するものとする。 

5 村長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、

加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。 

6 この条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後にお

いても適用があるものとする。 

(補助金の経理等) 

第15条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、

補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。 

(補助金の返還) 

第16条 村長は、補助金の交付により補助事業者に収益が生じたときは、当該

補助事業者に対し、西原村地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式

第12号)により、交付した補助金の全部又は一部に相当する額の金銭の納付を

命ずることができる。 

2 前項の規定により納付を命ずることができる金銭の額は、第7条の規定によ

り確定した補助金の額を上限とする。 

(財産の管理等) 

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下

「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な

管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運

用を図らなければならない。 

2 補助事業者は、取得財産等について、西原村地域経済循環創造事業補助金取

得財産等管理台帳(様式第13号)を備え、管理しなければならない。 

3 補助事業者は、補助事業を行う年度に取得財産等があるときは、西原村地域

経済循環創造事業補助金取得財産等管理明細表(様式第14号)を、第11条の規定

により実績報告書を提出する際に添付して提出しなければならない。 

(財産の処分の制限) 

第18条 取得財産等については、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平



7/23 

成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「総務省交付規則」という。)

第8条に定める期間を経過するまでの間は、村長の承認を受けないで、この補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

又は取り壊してはならない。 

2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第13条第4号及び

第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50

万円以上のものとし、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定に基づく財産

の処分を制限する期間は、総務省交付規則第8条によるものとする。 

3 補助事業者が第1項の承認を受ける場合は、あらかじめ西原村地域経済循環

創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第15号)を村長に提出し、村長の承認

を得なければならない。 

4 村長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあ

ると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を村に納付させることがで

きる。 

(勧告及び助言等) 

第19条 村長は、補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの要綱の施行のため必

要な限度において、交付対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告又は

助言をすることができる。 

2 村長は、補助事業者に対し、必要があるときは、交付対象事業を検査し、そ

の結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するために必要な

限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

(補則) 

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 
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様式第1号(第6条関係) 

様式第2号(第7条関係) 

様式第3号(第8条関係) 

様式第4号(第9条関係) 

様式第5号(第10条関係) 

様式第6号(第10条関係) 

様式第7号(第11条関係) 

様式第8号(第12条関係) 

様式第9号(第13条関係) 

様式第10号(第13条関係) 

様式第11号(第14条関係) 

様式第12号(第16条関係) 

様式第13号(第17条関係) 

様式第14号(第17条関係) 

様式第15号(第18条関係) 

 


